
２０２１年１月８日 
お客さま各位 

                    三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 
「新型コロナウイルス感染症」の拡大に伴う各種お取扱いについて 

 

このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により、健康被害ならびに事業等に影響を受けて

おられるお客さまに謹んでお見舞い申し上げます。 

弊社では、影響を受けられているお客さまに対しまして、下記の特別措置をいたします。 

 

記 
 
特別措置の内容 

 
（１）保険料の払込猶予に関する取扱い（２０２１年１月８日更新） 

当該感染症の影響により保険料のお払込みが困難な場合、お客さまからのお申し出により、 

保険料のお払込猶予期間を、２０２１年７月３１日まで延長いたします。 

 

（２）契約者貸付の手続きに関する取扱い 

契約者貸付のお申し出に際して、必要書類を一部省略する等により、簡易かつ迅速な取扱い

をいたします。【継続】 

 

（３）保険金等の支払手続きに関する取扱い 

保険金・給付金等のお支払いに際して、必要書類を一部省略する等により、簡易かつ迅速な 

取扱いをいたします。【継続】 

 

（４）入院給付金に関する取扱い 

本来入院による治療が必要であったものの、当該感染症の影響により入院治療が開始できず、医師の

管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合は、

医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金

をお支払いいたします。【継続】 

 

 
＜専用ダイヤル＞ 
電話：０１２０－３２１－９０４（無料、携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます） 
受付時間：月～金 ９時～１８時 土 ９時～１７時 （日・祝日・年末年始を除く） 
 
２０１９年４月に三井住友海上火災保険、または、あいおいニッセイ同和損害保険から移行されたお客

さまにつきましては次の専用ダイヤルとなります。 

＜医療・介護デスク＞ 
・三井住友海上火災保険から移行されたお客さま     ： 電話：０１２０－３２１－１８６ 
・あいおいニッセイ同和損害保険から移行されたお客さま ： 電話：０１２０－３２１－５５３ 

受付時間：月～金 ９時～１８時 土 ９時～１７時 （日・祝日・年末年始を除く） 
 

以 上 
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